
●松山市総合コミュニティセンター ●松山市総合コミュニティセンター

　体育館・トレーニングルーム・ラケットボールコート・会議室・温水プール 　体育館・トレーニングルーム・ラケットボールコート・会議室・温水プール

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～17時 13時～21時 9時～21時 9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～17時 13時～21時 9時～21時

入場料を
徴収しな
い場合

6,820 10,190 13,550 17,010 23,740 30,560
入場料を
徴収しな
い場合

8,860 13,240 17,610 22,110 30,860 39,720

入場料を
徴収する
場合

20,460 30,570 40,650 51,030 71,220 91,680
高校生以
下

50
入場料を
徴収する
場合

26,590 39,740 52,840 66,330 92,580 119,180
高校生以
下

60

入場料を
徴収しな
い場合

40,760 61,140 81,520 101,900 142,660 183,420 その他 100
入場料を
徴収しな
い場合

52,980 79,480 105,970 132,470 185,450 238,440 その他 120

入場料を
徴収する
場合

101,900 152,850 203,800 254,750 356,650 458,550
入場料を
徴収する
場合

132,470 198,700 264,940 331,170 463,640 596,110

910 1,320 1,830 2,230 3,150 4,060 1人につき 300 1,180 1,710 2,370 2,890 4,090 5,270 1人につき 360

1時間につき 810 1時間につき 1,050

1,520 2,030 2,540 3,550 4,570 6,090 1,970 2,630 3,300 4,610 5,940 7,910

810 1,220 1,520 2,030 2,740 3,550 1,050 1,580 1,970 2,630 3,560 4,610

最初の1時間 最初の1時間
150 180

以後1時間につき 以後1時間につき

100 120
最初の1時間 最初の1時間

200 240
以後1時間につき 以後1時間につき

150 180
最初の1時間 最初の1時間

250 300
以後1時間につき 以後1時間につき

200 240

（単位：円） （単位：円）

小会議室 ―

温水プール 2時間につき 19,860

中学生以
下

高校生

一般

トレーニングルーム

ラケットボールコート ―

大会議室 ―

補助競技場
全面利用 主競技場料金の3分の1

床面積の2分の1以下 主競技場料金の6分の1

部分利用

床面積の3分の1以下 全面利用料金の3分の1（10円未満の端数は切り上げる。以下同じ。）

床面積の3分の1を超
え2分の1以下

全面利用料金の2分の1

床面積の2分の1を超
え3分の2以下

全面利用料金の3分の2

利用時間 専用利用
個人利用

区分

主競技場

全面利用

アマチュ
アスポー
ツ

1時間につき

アマチュ
アスポー
ツ以外

ラケットボールコート ―

大会議室 ―

2時間につき 15,280

主競技場料金の3分の1

床面積の2分の1以下 主競技場料金の6分の1

トレーニングルーム

小会議室 ―

温水プール

中学生以
下

高校生

一般

補助競技場
全面利用

利用時間

区分

専用利用
個人利用

主競技場

全面利用

アマチュ
アスポー
ツ

1時間につき

アマチュ
アスポー
ツ以外

部分利用

床面積の3分の1以下 全面利用料金の3分の1（10円未満の端数は切り上げる。以下同じ。）

床面積の3分の1を超
え2分の1以下

全面利用料金の2分の1

床面積の2分の1を超
え3分の2以下

全面利用料金の3分の2

令和7年4月1日以降の使用料今の使用料



●松山市総合コミュニティセンター ●松山市総合コミュニティセンター

　文化ホール・プラザ・研修会議室 　文化ホール・プラザ・研修会議室

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

平日 15,280 25,470 34,640 67,250 平日 19,860 33,110 45,030 87,420

土・日
曜，祝日

18,340 30,570 41,770 81,520
土・日
曜，祝日

23,840 39,740 54,300 105,970

2,030 3,360 4,070 8,550 2,630 4,360 5,290 11,110

2,030 3,360 4,070 8,550 2,630 4,360 5,290 11,110

1,220 1,930 2,440 4,990 1,580 2,500 3,170 6,480

610 1,010 1,220 2,540 790 1,310 1,580 3,300

610 1,010 1,220 2,540 790 1,310 1,580 3,300

12,220 20,170 24,250 50,950 15,880 26,220 31,520 66,230

3,560 4,580 5,600 12,220 4,620 5,950 7,280 15,880

3,560 4,580 5,600 12,220 4,620 5,950 7,280 15,880

2,540 3,560 4,580 9,170 3,300 4,620 5,950 11,920

3,560 4,580 5,600 12,220 4,620 5,950 7,280 15,880

3,560 4,580 5,600 12,220 4,620 5,950 7,280 15,880

2,540 3,560 4,580 9,170 3,300 4,620 5,950 11,920

2,540 3,560 4,580 9,170 3,300 4,620 5,950 11,920

2,540 3,560 4,580 9,170 3,300 4,620 5,950 11,920

2,540 3,560 4,580 9,170 3,300 4,620 5,950 11,920

5,090 6,110 8,150 17,320 6,610 7,940 10,590 22,510

1,830 2,850 3,460 7,130 2,370 3,700 4,490 9,260

1,830 2,850 3,460 7,130 2,370 3,700 4,490 9,260

1,010 1,420 1,730 3,770 1,310 1,840 2,240 4,900

1,010 1,420 1,730 3,770 1,310 1,840 2,240 4,900

100 130

（単位：円） （単位：円）

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

17,320 32,200 40,550 81,820 22,510 41,860 52,710 106,360

20,990 35,760 47,890 93,640 27,280 46,480 62,250 121,730

19,360 37,190 46,770 94,350 25,160 48,340 60,800 122,650

23,640 41,260 53,900 105,670 30,730 53,630 70,070 137,370

21,600 42,180 52,980 106,890 28,080 54,830 68,870 138,950

26,390 46,670 60,120 117,890 34,300 60,670 78,150 153,250

25,470 47,170 59,400 119,420 33,110 61,320 77,220 155,240

29,850 52,170 68,880 136,240 38,800 67,820 89,540 177,110

30,570 52,070 67,550 136,640 39,740 67,690 87,810 177,630

33,210 57,770 78,460 154,370 43,170 75,100 101,990 200,680

39,430 69,590 89,060 182,400 51,250 90,460 115,770 237,120

43,610 77,030 102,610 203,690 56,690 100,130 133,390 264,790

30,570 50,950 69,290 134,500 39,740 66,230 90,070 174,850

36,680 61,140 83,550 163,040 47,680 79,480 108,610 211,950

（単位：円）

２　キャメリアホールの使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合等の使用料は，次の表に掲げる額とする。この場合にお
いて，入場料に段階を設けているときは，当該入場料の最高額をもつて同表を適用する。

２　キャメリアホールの使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合等の使用料は，次の表に掲げる額とする。この場合にお
いて，入場料に段階を設けているときは，当該入場料の最高額をもつて同表を適用する。

時間

区分

時間

区分

時間

区分

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

第5会議室

第6会議室

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

和室4

コミュニティプラザ 1平方メートル当たり

プラザ・研修会議
室

和室1

和室2

和室3

第3会議室

第4会議室

第5会議室

第6会議室

第7会議室

第8会議室

摘要

楽屋を含む。

第7会議室

第8会議室

第9会議室

控室，パントリーを含む。控室，パントリーを含む。

文化ホール

キャメリアホール

リハーサル室

展示室

練習室1

練習室2

練習室3

大会議室

第1会議室

第2会議室

第3会議室

第4会議室

円卓会議室

入場料が300円未
満

入場料が300円以
上500円未満

入場料が500円以
上1,000円未満

入場料が1,000円
以上2,000円未満

入場料が2,000円
以上3,000円未満

入場料が3,000円
以上

平日

土曜日　日曜日　祝日

入場料は徴収しな
いが営利目的で使
用する場合

入場料は徴収しな
いが営利目的で使
用する場合

入場料が300円以
上500円未満

入場料が500円以
上1,000円未満

入場料が1,000円
以上2,000円未満

入場料が2,000円
以上3,000円未満

入場料が3,000円
以上

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

平日

土曜日　日曜日　祝日

1平方メートル当たり

入場料が300円未
満

文化ホール

練習室1

練習室2

練習室3

プラザ・研修会議
室

摘要

第9会議室

円卓会議室

和室1

和室2

和室3

和室4

コミュニティプラザ

大会議室

第1会議室

第2会議室

キャメリアホール

リハーサル室

展示室

時間

区分

（単位：円）

楽屋を含む。

令和7年4月1日以降の使用料今の使用料



●松山市総合コミュニティセンター ●松山市総合コミュニティセンター

　企画展示ホール （単位：円） 　企画展示ホール （単位：円）

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

29,550 39,740 49,930 106,990 38,410 51,660 64,900 139,080

35,660 47,890 60,120 129,410 46,350 62,250 78,150 168,230

25,470 33,620 41,770 90,690 33,110 43,700 54,300 117,890

30,570 40,760 49,930 109,030 39,740 52,980 64,900 141,730

100 130

100 130

　駐車場 （単位：円） 　駐車場 （単位：円）

区分 区分

自動車 自動車

バス バス

　センター共用スペース （単位：円） 　センター共用スペース （単位：円）

　こども館コスモシアター入館料 （単位：円） 　こども館コスモシアター入館料 （単位：円）

　こども館コスモシアター （単位：円） 　こども館コスモシアター （単位：円）

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

4,270 7,230 9,780 18,850 5,550 9,390 12,710 24,500

5,190 8,760 11,820 22,820 6,740 11,380 15,360 29,660

　こども館ホール （単位：円） 　こども館ホール （単位：円）

時間

区分

こども館ホール

18時～22時

8,150

時間

区分

こども館ホール 10,590

18時～22時

時間

区分

時間

区分

コスモシアター
平日

土・日曜，祝日
コスモシアター

平日

土・日曜，祝日

学習用プラネタリウム

一般用プラネタリウム

特別投影

区分 単位

1人1回につき

金額

大人

240

480

小人

240

240

3,900以内でその都度市長が定める額

1人1回につき

学習用プラネタリウム

一般用プラネタリウム

特別投影

区分
金額

大人

200

400

小人

200

200

3,000以内でその都度市長が定める額

センター正面広場

こども館南シアター広場

1301平方メートル当たり

9時～17時

単位

区分

体育館前活動広場

センター正面広場

こども館南シアター広場

1001平方メートル当たり

9時～17時

(4)　市長は，駐車場の運営上適当と認めるときは，1月につき8,000円を超えない範囲内において規則で定
める額により，定期利用をさせることができる。

(4)　市長は，駐車場の運営上適当と認めるときは，1月につき10,400円を超えない範囲内において規則で定
める額により，定期利用をさせることができる。

イベント広場

1平方メートル当たり

1平方メートル当たり

使用料

2階スペース

区分

体育館前活動広場

2階スペース

イベント広場

1平方メートル当たり

1平方メートル当たり

1時間までごとに100を超えない範囲内において規則で定める額

1時間まで500。以後30分までごとに200を加えた額

使用料

1時間までごとに130を超えない範囲内において規則で定める額

1時間まで650。以後30分までごとに260を加えた額

時間 時間

1階展示ホール

3階展示ホール

区分

平日

土・日曜，祝日

平日

土・日曜，祝日
3階展示ホール

1階展示ホール

区分

平日

土・日曜，祝日

平日

土・日曜，祝日

令和7年4月1日以降の使用料今の使用料


